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第三期武蔵野市環境基本計画第三期武蔵野市環境基本計画
（武蔵野市環境基本条例第5 条及び地球温暖化対策の推進に関する法律第20 条に基づく計画）（武蔵野市環境基本条例第5 条及び地球温暖化対策の推進に関する法律第20 条に基づく計画）

第三期武蔵野市環境基本計画
（武蔵野市環境基本条例第5 条及び地球温暖化対策の推進に関する法律第20 条に基づく計画）

概要版

　武蔵野市の目指す環境像

　環境像とは、武蔵野市が中長期的に目指すまちのあり方です。市民・事業者・行政（市）の各主体に共通す

る目標として掲げます。

～ みんなでめざそう・エコシティむさしの ～～ みんなでめざそう・エコシティむさしの ～

市民がつくる　持続可能な市民がつくる　持続可能な
　　自然の営みを活かす　　自然の営みを活かす
　　　安全・安心で健康に生活できるまち　　　安全・安心で健康に生活できるまち

1 環境像の実現に向けた道すじ
①地球温暖化防止のために、市域の温室効果ガス排出量の大幅な削減を目指します
＜武蔵野市域の温室効果ガス排出量の削減目標＞

長期目標：2050（平成62）年度までに、1990（平成２）年度比60～80％削減します。

中期目標：2020（平成32）年度までに、1990（平成２）年度比25％削減します。

短期目標：2015（平成27）年度までに、1990（平成２）年度比11％削減します。

②生物多様性の保全に配慮した生活・暮らしを営み、武蔵野市の自然を守り、育てます
＜武蔵野市における生物多様性保全に向けた目標＞

長期目標：2050（平成62）年度までに、武蔵野市らしい自然を保全・創出します。

中期目標：2020（平成32）年度までに、生物多様性保全に配慮した暮らしへの転換を図ります。
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　地球温暖化と武蔵野市の現況  

　地球の平均気温は、1906年から2005年までの100年間で、0.74℃上昇しました。大気中の二酸化炭素（CO₂）
などの温室効果ガスが増加することにより、地球温暖化が進んでおり、100年後、地球の平均気温は1.1 ～ 6.4℃
上昇すると予測されています。温暖化が進むと、気温の上昇、生態系の変化、食料生産の低下、健康への被害など、
さまざまな影響が現れます。

1 武蔵野市の温室効果ガス排出量
●武蔵野市の二酸化炭素（CO₂）排出量部門別構成（2007年度）

2 市民一人あたりの温室効果ガス（二酸化炭素）排出量
1990年度 2006年度 2007年度

市域全体の排出量（t-CO₂ ／年） 560.3 533.5 622.9

人口（人） 135,519 132,179 134,074

市民一人あたり排出量（㎏ -CO₂ ／年） 4,134.4 4,036.1 4,645.8

市民一人1日あたり排出量（㎏ -CO₂ ／日） 11.3 11.1 12.7

資料：【人口】「平成21年版武蔵野市地域生活環境指標」環境生活部市民課資料

3 短期目標の達成に必要な削減量
●武蔵野市の温室効果ガス排出量の削減目標（短期目標）と必要な削減量

 〔単位：千ｔ -CO₂〕

項　　目
1990年度
（基準値）

2015年度

現状推計 短期目標数値 削減必要量

二酸化炭素
（CO₂）

560.3 638.8 498.0
（90年度比△11%）

△140.8

　地球温暖化防止のためには、温室効果ガス排出量を気候に悪影響を及ぼさない水準まで削減することが必要
です。そのためには、行政・事業者・市民一人ひとりが、一つひとつの行動を積み重ねていくことが重要です。

産業部門
９％

622.9 千 t-CO₂

運輸部門
18％

民生部門
（家庭）
35％民生部門

（業務）
35％

その他
３％
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　生物多様性について考えよう！  

　武蔵野市の生活・暮らしは、自給できる食料の量や率を考えれば分かるように、生物多様性に支えられている地
球とのつながりなくしては成り立ちません。

1 生物多様性とは？
　“種の多様性”“遺伝子の多様性”“生態系の多様性”を指し、
動植物や微生物といった様々な生きものが、個体レベル・遺伝
子レベルでつながり合い支え合うことで、生態系の豊かさやバ
ランスが保たれていることを言います。
　私たちの生活は、生物多様性がもたらす恵みによって成り立っ
ています。

●生物多様性の恵み

木材

医薬品

バイオミミクリー※

伝統的な
知恵や自然観

山林災害の防止食べものの安全

水源涵養

植物の光合成

食べ物
例：木は住宅の建材や紙の
原料として使われる

例：アスピリンはヤナギ類
の樹皮の成分が鎮痛・
解熱に効果があったこ
とから合成された

例：ハスの葉の表面構造
から汚れにくい塗装
が開発された

例：日本の文化にとんだ
自然が地域性豊かな
文化を育んだ

例：健全な森林が土砂
災害を防止する

例：環境に配慮した農業
は食べ物の安全にも
寄与する

例：山地の森林が飲み水
を貯蔵する

例：植物の光合成が大気中
の酸素をつくる

例：水田、森林、海が、コメ
や山菜や魚介類の食材
を育む

生物多様性
の恵み

暮らしの
基礎

生きものと
文化の多様性

自然に守られる
私たちのくらし

生きものがうみ
だす大気と水

※バイオミミクリーとは、自然界にある形態や機能を模倣したり、そこからヒントを得ることで、人間界の問題を解決したり、画期的な技術革新をもたらすことをいう

2 武蔵野市の生物生息状況
　市では、市内の生物生息状況調査を実施しました。動植物に
詳しい専門調査員と主に市民から公募した調査協力員により、
年4回の調査会でデータを収集する他、調査会以外に調査協力
員が観察し、記録しました。

地球上には、動植
物から微生物まで
さまざまな生きも
のがいる

種の多様性

森林、河川、湿原、
サンゴ礁など、
様々な環境がある

生態系の
多様性

同じ種の中にも
形や色、生態が
異なる個体がいる

遺伝子の
多様性

生物生息状況調査の様子
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　計画の基本的事項  

1 計画の目的・役割及び位置づけ
　武蔵野市環境基本条例第5条の規定に基づき、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るこ
とを目的とします。
　また、市民・事業者・行政（市）の主体的な行動と協働による環境問題の解決を図るため、目指す方向性（環
境像）を共有するとともに、各主体の取組を明確にします。

2 計画の期間
本計画の計画期間は、2011（平成23）年度から2015（平成27）年度までの５年間とします。

●計画の期間と見直しのスケジュール

3 計画の対象範囲
①活動主体
市民・事業者・行政（市）

②活動範囲
市域（武蔵野市）・周辺（東京都内）・広域（友好都市をはじめとする他地域）

③環境要素
 自然的環境要素（生きもの・大気・水・太陽光・土壌等）、社会的環境要素（上下水道・道路・公園・宅地・

社会施設・生活習慣等）

④環境問題
 地球環境問題（温暖化・オゾン層の破壊・酸性雨・資源枯渇等）自然環境問題（緑の減少・水循環の悪化・生態

系の危機等）、生活環境問題（大気汚染・水質汚濁・廃棄物・有害物質・近隣関係・景観等）
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4 市民・事業者・行政（市）の役割

5 環境方針毎の目標値（達成度指標）
環境方針 計画最終年度（平成27年度）における目標値（達成度指標）

環境方針１
【しくみづくり】

・過去1年間に環境学習に参加した人の割合（9.1％→20％）

環境方針２
【ライフスタイル】

・市域全体の温室効果ガス排出量

・公共施設における太陽光発電容量（407.54kW→ 550kW）

・民間住宅における太陽光発電設備設置割合（1.42％→2.65％）

・市民1人あたりのごみ排出量（695.6g → 688g以下）

・過去1ヶ月に過剰包装を辞退した人の割合（94.3％→95％）

環境方針３
【緑と水】

・緑被率（25.5％）

・保存樹木本数（742本→777本）

環境方針４
【道路・交通】

・ 交差点における環境（二酸化窒素濃度）（0.044ppm→環境基準0.06ppm以

下の維持）

・交差点における騒音（要請限度（75～55db以下の維持）

・1世帯あたりの自動車保有台数【参考指標】

環境方針５
【景観・まちづくり】

・新規景観整備路線数（８路線）

環境方針６
【安心・安全】

・公立小中学校校庭への雨水貯留浸透施設の設置（９校→18校）

・地下水のかん養に取り組む世帯の割合（10.9％→20％）

・大気・水質・土壌各項目の環境基準を超えた項目数【参考指標】

・光化学スモッグ注意報の発令日数【参考指標】

市　民
日常生活における環境保全
及び創造活動・実践行動

・環境基本計画の各施策の実施
・市民、事業者が各々の役割を果たす
　ことができるよう支援、恊働

事業活動における環境保全
及び創造活動・実践行動

三者のパートナーシップ
（情報提供・協力・恊働）
による環境像の実現

事業者

行政（市）
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環境方針１ しくみづくり
一人ひとりが自発的に学び、課題を共有し、より良い環境を作り上げます。

◉行政（市）の取組（施策）・事業

環境教育・環境学習の充実
環境教育・環境学習に関する方針の検討

環境教育・環境学習の推進

自発的な活動を促す仕組みづくり

市民・事業者・行政のネットワークづくり

市民・事業者の協働による事業の推進

市民活動拠点のあり方の検討

環境に関する市民活動への支援

市民活動拠点の整備

◉市民の取組
◉家庭や身の回りで出来る環境の取組について関心を持ちます。
◉省エネ、ごみ、緑、生きもの等に関する情報を積極的に収集します。
◉環境学習の機会（省エネセミナー、講演会、体験型イベント等）に積極的に参加します。
◉地域での自然保護、省エネ・省資源、ごみ減量、まちの美化等の環境保全活動に積極的に参加します。

◉事業者の取組
◉企業として環境保全活動に積極的に取り組み、広報します。
◉地域で行われる環境学習や環境保全活動に積極的に参加、協力します。
◉従業員への環境教育や研修の機会の充実を図ります。
◉環境保全のためのボランティア活動に取り組む従業員を支援します。

平成20年度から、市民団体・事業者・行政による実行委員
会形式で、むさしの環境フェスタの企画・運営を行っています。

環境学習の一つとして、小中学生を対象に自然体験や林
業体験を行う講座も実施しています。
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環境方針2 ライフスタイル
環境にやさしい暮らし方への転換を目指します。

◉行政（市）の取組（施策）・事業

環境に配慮した暮らしへの転換

ごみ減量・資源の循環的利用の促進

新エネルギーの導入の推進

環境マネジメントシステムの効果的な運用の検討

環境配慮型ライフスタイルの啓発

環境配慮行動普及のための制度の充実

事業所の環境経営の普及促進

環境配慮自動車の普及促進

雨水の利用推進

公共施設における環境負荷軽減施策の実施

リサイクル推進方策の検討

ごみ発生抑制策の強化

クリーンセンター建替え計画の検討
（効率的なエネルギー回収等の焼却システムの検討）

資源としての再使用・再利用の推進

ごみ減量・分別の普及啓発、情報発信機能の強化

エコセメント事業の支援

排出・拡大生産者責任の明確化

自発的なごみ減量化、市内美化活動への支援

緑のリサイクル事業の推進

◉市民の取組
◉家族でエコカレンダー、エコワット等を利用して、使用エネルギー量、二酸化炭素（CO₂）排出量を把握します。
◉冷暖房をなるべく使用しないですむような服装（クールビズ・ウォームビズ）を心がけます。

◉マイバッグを持参し、レジ袋をなるべく断ります。

2015年度までの行動目標
市民一人1日あたりの二酸化炭素（CO₂）排出量を、1kg削減しよう！

◉事業者の取組
◉省エネに関する実践内容、ノウハウを事業者間で共有します。
◉クールビズ・ウォームビズを徹底します。
◉食料品・日用雑貨等は、できるだけ量り売り、ばら売りを行うよう努めます。

2015年度までの行動目標
事業所あたりのエネルギー使用量を、2005（平成17）年度よりも５％
削減しよう！

平成21年度までに全市立小学
校に、太陽光発電システムを導
入しました。発電状況を示すパ
ネルを校内に設置し、環境教育
や啓発に活用しています。
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環境方針3 緑 と 水
生物多様性を保全し、再生し、創り出します。

◉行政（市）の取組（施策）・事業

市民との協働による緑化の推進

うるおいのある緑空間の整備

水辺の環境整備

生物多様性の保全

生物多様性についての情報提供、啓発

生物多様性についての環境学習機会の提供

計画的な生物生息状況調査の実施に向けた検討

生物多様性保全のための空間整備の研究

森林の保全と活用

新たな緑創出のための施策の調査・研究

市民による公園管理、緑化事業の推進

自然環境センター（仮称）設置の検討

緑ボランティア団体支援のあり方の検証

民有緑地の保全制度の評価・見直し

民有地での緑化の推進

都市農業の支援

森林保全事業の展開

二酸化炭素（CO₂）吸収源としての森林経営の検討

グリーンパーク緑地の拡充整備

公園・緑地の新設と拡充

公園・緑地リニューアル計画に基づいた公園整備

緑のネットワーク化の推進

公共施設の緑化の推進

仙川水辺環境の整備（仙川リメイク）

千川上水整備基本計画の推進

玉川上水の保全と整備への協力

環境に配慮した安全・安心への支援

都市農業と市民のふれあいの強化

市内農産物の地産地消の促進

農地の保全

◉市民の取組
◉家庭において、壁面緑化、屋上緑化、生垣、グリーンカーテン等により、
　敷地内の緑を増やすことを心がけます。
◉緑の創出や保全のための活動やイベント等に積極的に参加します。 
◉農業体験等を通じた食育に、積極的に参加します。
◉  市・事業者と一緒に、武蔵野市の自然を保全し、生態系を再生するために
取り組みます。

◉事業者の取組
◉事業所敷地内の緑を増やすことを心がけます。
◉従業員や市民が参加できる、環境学習や自然環境保全活動を積極的に実施します。
◉市内農産物を積極的に利用します。

一部の公共施設で、モデル的にグリー
ンカーテンの導入を行っています。
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環境方針4 道路・交通
ひとと環境にやさしい道路・交通環境に変えていきます。

◉行政（市）の取組（施策）・事業

公共交通の利用促進と環境配慮の推進

歩いて楽しいみちづくり

自転車を利用しやすい環境づくり

渋滞のない交通体系の整備

駐輪場の確保と利用形態の工夫

自転車の走行環境の整備

自転車の安全走行の啓発

地域公共交通とのバランスを図った自転車利用の推進

「第２次交差点すいすいプラン」の推進の要請

三駅周辺リニューアルの検討

吉祥寺駅周辺の荷捌き車両対策の推進

交差点の改良及びバスベイの設置

ムーバス車両の改善

パークアンドバスライドの推進

バスの定時運行のための施策の推進

低公害バスの導入促進

地域公共交通総合連携計画の推進　

歩道の整備

歩道上へのベンチの設置

景観に配慮した歩行者道路ネットワークの整備

◉市民の取組
◉自動車の利用を控え、近くは徒歩で移動します。
◉距離がある場合は公共交通機関や自転車を利用するよう心がけます。
◉自転車を利用する際は、交通ルールやマナーを守ります。

◉事業者の取組
◉距離に応じて、徒歩、自転車、公共交通機関の利用を使い分け、自
　動車の利用を控えます。
◉従業員用の貸出自転車等を用意します。
◉少量・多頻度輸送の見直しや共同輸配送により、輸送回数を減らします。
◉駐車場・荷捌き場等を確保し、周辺交通への障害を防止します。

『ムーパーク』を利用して、吉祥寺との往復
に『ムーバス』を利用する『パークアンド
バスライド』を実施しています。
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環境方針5 景観・まちづくり
環境に配慮した美しいまちづくりを進めます。

◉行政（市）の取組（施策）・事業

美しく清潔なまちづくり

環境に配慮したまちづくり

まちづくりへの環境共生理念の導入

公共施設の長寿命化・計画的改修の推進

公的住宅建替えに伴う環境の整備

 環境配慮や環境性能を評価したまちづくりの推進

まちの美化意識の高揚と実践機会の継続

生活道路の整備

迷惑喫煙、ポイ捨て、落書き防止の推進

景観まちづくりへの積極的取組
都市計画マスタープランに基づく景観まちづくりの推進

景観整備の推進

◉市民の取組
◉まちの清掃に積極的に取り組みます。
◉たばこの吸い殻やごみのポイ捨て、路上喫煙をしないようにします。
◉住宅を建てる際は、地域の景観にあうよう配慮します。

◉事業者の取組
◉建物をつくる際には、景観に配慮します。
◉屋外広告物を掲出する際には、条例に従い、景観にも配慮します。
◉まちの美化活動に積極的に参加します。

景観まちづくりのパイロット事業として、歩行者・自転
車優先の道路『かたらいの道』が整備されています。

商店街の皆さんやボランティアの方々と協働して、市内
に描かれた落書きの消去活動を行っています。
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環境方針6 健康・安全
安全・安心で快適に暮らせるまちにします。

◉行政（市）の取組（施策）・事業

水の循環システムの確立
都市における雨水浸透機能の強化

合流式下水道排出水の水質改善

生活環境の維持

環境の危機管理

水の安定供給

浸水対策

公共下水道の耐震性の向上

安全・安心な住まいづくりの推進

有害性物質の適正な管理及び指導

揚水量の確保

配水管網整備の推進

直結給水方式の整備

災害時のバックアップ機能の整備

浄水場施設、水源施設の維持・更新

水源林の保全

生活公害の防止、解決施策の検討

公共下水道施設の計画的維持管理

下水臭気対策の推進

◉市民の取組
◉下水に油等を流さないようにします。
◉ペットを飼う時はルールとマナーを守り、近隣に迷惑にな
　らないようにします。
◉野生鳥獣（ハト・カラス等）に餌付けしないようにします。

◉事業者の取組
◉雨水浸透施設を設置する等、流入量の削減に努めます。
◉有害物質の管理を厳重に行い、流出・漏洩による事故発生
　を未然に防ぎます。
◉ビルピットの臭気対策に取り組みます。

透水性舗装の整備を行い、雨水浸透の促進や都市
型水害の軽減を図っています。
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　計画の推進  

1 進行管理の流れ

2 計画の推進体制
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実　施
（Do）

計　画
（Plan）

点検・評価
（Check）

見直し
（Act）

武蔵野市環境基本計画

◯本計画に基づく施策・事業の実施
◯市民・事業者による取組

◯ 施策の進め方（個別計画を含む）や予算の
見直し

◯計画の見直し

◯ 事務事業評価、環境マネジメントシステ
ムの活用等による計画（環境目的）の進
捗状況の点検・評価

◯ 個別計画の進捗状況の点検・評価（担当
課実施）

◯ 「武蔵野市の環境保全」の作成・公表
◯武蔵野市環境市民会議による審議

（市民・事業者の意見の反映）

年度毎

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
実
行
組
織
に
よ
る
進
行
管
理

計画期間
終了時

計
画
の
見
直
し

武蔵野市の
環境保全

市民等

公表

意見

市民・事業者
◯ 日常生活・事業活動における環境保全及び
創造活動・実践行動
○ 市が実施する環境の保全に関する施策に協
力する

国・東京都・他地域
◯連携・協力

環境市民会議
◯ 環境基本計画、年次報告書等についての調
査・審議

公表

意見

報
告

指
示

環境管理委員会
◯ 環境保全に関する施策の総合調整・推進

市　　　　長

各担当部署
◯環境保全に関する事業の実施
◯実施した事業の進捗状況の把握

提
言

参
加


